
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 阿哲商工会報 
第７５号 

  

阿哲商工会は、新見市の旧阿哲郡（大佐、神郷、哲多、哲西）を

エリアとし、事業者や地域の持続的発展をサポートします。 

～商工会は 行きます 聞きます 提案します～ 

 

阿哲商工会 
新見市神郷下神代4898-9 

TEL：（0867）92-6103 

FAX：（0867）92-6105 

E-mail：atetsu@okasci.or.jp 

  阿哲商工会    検索  

編集・発行 

当会報は、年４回(１月・４月・７月・１０月)発行しています。 

令和７年7月1日発行 

令和７年５月２１

日（水）、大佐地区の

「風広場おおさ（お

おさ総合センター多

目的ホール）」におい

て、令和７年度阿哲

商工会通常総会を開

催しました。 

総会は石田 實 新見市長をはじめ多数の来賓をお招きし、関係者

約６０名が出席する中、盛大に執り行われました。 

通常総会に先立って開催

した優良従業員表彰式で

は、会員事業所の振興発展

に寄与された受賞者に、全

国商工会連合会 副会長で

岡山県商工会連合会 会長

の田村 正敏 氏及び阿哲商

工会 会長 宮﨑 和司 氏か

らそれぞれ表彰状が授与さ

れました。表彰された方は

以下のとおりです。 

令和７年度 阿哲商工会 通常総会を開催 

次に、来賓の方々か

ら祝辞を頂いた後、総

会議事に入りました。 

議長に大佐地区会員

の有限会社豊田 代表

取締役 豊田 浩史 氏

を選任し、令和７年度

事業計画書（案）など、 

全８議案が審議され、全て原案どおり承認されました。 

なお、本年度は、青年部・女性部の任期満了に伴う役員改選が行

われ、新役員として青年部から副部長 岡田 道明 氏が選任されまし

た。また、商工会の財務基盤安定化に向けて兼ねてから検討してい

た手数料、使用料徴収基準の改正を含む運営規約の一部改正（案）

が承認されました。内容については、裏面をご覧ください。 

その後、会員同士の交流を図る

ことを目的として会員交流会を開

催しました。交流会では新規加入

者を含む２５名が参加、昼食を取

りながら自社の事業や取組につい

て説明し、情報交換の場となって

いました。 

表彰式の様子 

総会議事の様子 通常総会の様子 

 

  

令和７年度 阿哲商工会 優良従業員表彰者 

受賞者・来賓等による記念撮影 

新規会員加入者紹介 

 地区 加入者 業種 

神郷 株式会社林重機 サービス業 

哲多 西岡タイヤ 西岡 孝義 タイヤ販売業 

神郷 塚本商事 塚本 誠二 サービス業 

 

（株）アーリーモーニング 宮本英治さんが
岡山県観光物産事業功労者として表彰！ 

令和７年６月１８日、岡山国際ホテルにて岡山県観

光物産事業功労者表彰式が開催され、本会会員の株式

会社アーリーモーニング 宮本 英治 氏が観光物産事

業の功労者として表彰されました。 

この表彰は岡山県の観光並びに物産の発展に功績の

あった個人及び団体が岡山県観光連盟により表彰され

るものです。今後のさらなる発展を祈念いたします。 

全国商工会連合会 会長表彰  勤続３０年 

妹尾 泰志 （阿新クレーン株式会社） 
 

岡山県商工会連合会 会長表彰 勤続２５年 

草野 貴之 （株式会社戸川木材） 
 

岡山県商工会連合会 会長表彰 勤続２０年 

宮地 美穂 （安達動物病院） 
 

岡山県商工会連合会 会長表彰 勤続１５年 

 有家  翼 （有限会社サンライン） 
 大久保潤一 （有限会社妹尾タクシー） 
 山口 恭明 （株式会社上田建設） 
 

阿哲商工会 会長表彰 勤続１０年 

藤間 正子 （株式会社上田建設） 
名越真理絵 （株式会社上田建設） 
金森三十志 （株式会社上田建設） 
佐藤 靖久 （株式会社哲多すずらん食品加工） 
栗元 幸美 （株式会社ポリテック） 
藤原久美子 （有限会社妹尾タクシー） 

阿哲商工会 会長表彰 勤続５年 

松島  亮 （有限会社サンライン） 
木村 匡利 （株式会社戸川木材） 
西村 大輔 （株式会社戸川木材） 
中嶋 克敏 （株式会社戸川木材） 
澤田 忠昭 （有限会社ダイキ商工） 
西村 知夏 （株式会社上田建設） 

交流会の様子 

熱中症対策できていますか？ 
令和７年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対

策が義務化されました。 

現場における対応として、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ

その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防

止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付

けられます。 

１．「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を

見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への

周知 

２．熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が

可能となるよう、 

①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 

②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止

するために必要な措置の実施の手順 

※体制整備においては、事業所内に「責任者」を置く必要があります。 

 

 
「ＷＢＧＴ２８度以上または気温３１度以上の環境下で連続
１時間以上または１日４時間を超えて実施」が見込まれる作業 
が対象です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相 談 日 大佐地区 哲多地区 哲西地区 

７

月 

１日 火  哲多総合 

センター 
 

２日 水   
きらめき広場

哲西 

３日 木 
おおさ総合

センター 
  

７日 月 
おおさ総合

センター 
  

22 日 火  
哲多総合 

センター 
 

23 日 水 
おおさ総合

センター 
  

25 日 金   
きらめき広場

哲西 

 

令和７年７月地区相談窓口開設日程 

転任 

新見市創業・経営支援セミナーのお知らせ 

 
令和７年１0 月３日、10 日、17 日、24 日 

（毎週金曜日）１８時～２０時(全４回) 
 

新見市で創業している人、 
創業を検討している人、 
事業を承継する人など 

 
 

新見市役所南庁舎３階 会議室３Ａ 
 
 

難波 三郎（中小企業診断士） 
  

無料 

 

日 時 

対象者 

会 場 

講 師 

電話で新見市商工観光課（☎７２－ 
６１３７）まで、お申込みください。 

今年度も、参加し

やすい平日夜の

開催です！ 

参加費 申込み 

県の補助金情報 

ＢＣＰ補助金（岡山県小規模事業者事業継続力強化補助金） 
 
自然災害等の緊急事態においても地域経済の活力を維持することを目的として、

ＢＣＰ（事業継続計画）等を作成し、その計画に基づいた事業継続力の強化に資す

る取組を実施する小規模事業者に対し事業に係る経費の一部を補助する制度です。 

 

●補助率     ●補助額上限 

 ２／３以内    区分により５０万円～１００万円 ※下限：１０万円 

●補助対象者 

次のいずれかのＢＣＰを策定している小規模事業者 

 ①岡山県認定制度の認定を受けたＢＣＰ 

②国の認定を受けた事業継続力強化計画 

③岡山県版かんたんＢＣＰシート  ⇒ 支援機関の確認が必要 

④独自のＢＣＰ          ⇒ 支援機関の確認が必要 

 ●補助対象経費 

  設備購入（自家発電装置、ポータブル電源、浄水装置、ポンプ等） 

  緊急時用の備蓄品の購入（従業員用非常食、簡易トイレ、毛布等） 

  クラウドサービス利用に係る経費 

●応募受付 

  ６月１６日（月）～ ７月３１日（木）１７時まで 

所得税 基礎控除の 

見直しについて 

 

 阿哲商工会 手数料基準の改正について 
令和７年５月２１日に開催された通常総会において、本会手数料基準が改正となりましたのでお知らせします。 

現在、既に記帳・労働保険関係の事務委託を受けている方については、令和８年１月以降に下記のとおり金額が改定となります。 

新規に委託される方については下記の金額を申し受けます。なお、非会員の方については、会員基準金額の２倍となります。 

 

会員基準金額 
■記帳関係 

（１）記帳代行手数料＝①均等割額＋②業種別加算額＋③企業形態別                            

区     分 月額金額（消費税別） 

 

① 均等割額 ３，５００円 

② 加算額  

 （目安）売掛・買掛の取引があるもの １，０００円 

③ 企業形態別（法人加算額） １，０００円 

※手数料金額と作業負荷に格差がある場合は、商工会長が別に定める。 

 

（２）決算指導手数料 

 変更なし。 
但し、手数料金額と作業負荷に格差がある場合は、商工会長が別に定める。 
 

■労働保険関係  

区     分 金額（消費税別） 

 

① 労働保険年度更新事務手数料 
  (労働保険の基幹番号については、これを考慮しない。) 

３，０００円 

② 各保険の諸届１回につき １，０００円 

 

■会館使用料 ※冷暖房代込み（消費税別）） 

時 間 帯 

本部 

２階研修室

（１室） 

２階研修室

（全室） 

午前８時３０分～

午後１時まで 
１，０００円 ２，０００円 

午後１時～ 

午後５時まで 
１，０００円 ２，０００円 

終日 

（午前８時３０分

～午後５時まで） 

２，０００円 ４，０００円 

  

 

ご理解と 
ご協力を 
お願いいた
します。 

令和７年度の税制改正により「所得税の基礎控除及
び給与所得控除の見直し」、「特定親族特別控除の創
設」が行われ、令和７年１２月に行う年末調整から適
用されることとなりました。 
このため、令和７年１２月以降の年末調整など源泉

徴収事務に変更が生じます。（令和７年１１月までの
源泉徴収事務に変更は生じません） 
 
国税庁では特設サイトを開設

し、本改正に関するパンフレット
やＱ＆Ａなどを掲載しています
ので、ご確認ください。 
 
 


